
 

  



 

 

 

はじめに 

 

近年、働き方改革や女性活躍の推進、SDGsの理念の浸透など、男女共同参画・

ジェンダー平等をめぐる社会的要請が一層高まるとともに、配偶者等からの暴力や、

貧困、孤立など、女性を取り巻く困難は複雑化・複合化しています。 

誰もがかけがえのない存在として人権が尊重され、自由で多様な生き方を選択で

きる社会の実現は、全ての人々の切実な願いです。 

しかしながら、男女共同参画・ジェンダー平等に関しては道半ばであり、昭和から

平成、令和と時代が移る中で、様々な考え方が生まれ、多様性が次第に受け入れら

れてはいますが、社会の理解が十分であるとは言いがたい状況です。 

 

区ではこのたび、「誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指す実行

プラン～男女共同参画社会推進計画（第６次）」を策定いたしました。 

本計画では、基本理念に「全ての人が自分らしく生きることができる 誰一人取り

残されないジェンダー平等社会の実現」を掲げ、性別、年齢、国籍、障がいの有無、性

的指向・ジェンダーアイデンティティ等にかかわらず、互いを尊重し、個性と能力を最

大限に発揮できる環境を整備するとともに、多くの方々がジェンダー平等について考

え、行動に移せるよう、様々な施策を全力で進めてまいります。 

 

結びに、本計画の策定に御尽力を賜りました権丈英子会長を始め、区民会議委員

の皆様、貴重な御意見をお寄せくださった区民の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

令和８（２０２６）年３月 

 

荒川区長 

  滝 口  学 
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